
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

題
名

法
律
の
題
名
を
「
船
舶
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
」
と
す
る
こ
と
。

第
二

追
加
基
金

一

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
追
加
基
金
議
定
書
」
と
は
、
千
九
百
九
十
二
年
の
油
に
よ
る
汚
染
損
害
の
補
償
の
た
め
の
国
際

基
金
の
設
立
に
関
す
る
国
際
条
約
の
二
千
三
年
の
議
定
書
を
い
い
、
「
追
加
基
金
」
と
は
、
追
加
基
金
議
定
書
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
二
千
三
年
の
油
に
よ
る
汚
染
損
害
の
補
償
の
た
め
の
追
加
的
な
国
際
基
金
を
い
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

二

追
加
基
金
に
対
す
る
被
害
者
の
補
償
の
請
求
そ
の
他
必
要
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
の
二
関

係
）

三

追
加
基
金
に
関
し
、
責
任
制
限
手
続
に
係
る
必
要
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
七
条
の
二
関
係
）

第
三

一
般
船
舶
油
濁
損
害
賠
償
責
任
及
び
責
任
の
制
限

一

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
一
般
船
舶
」
と
は
、
旅
客
又
は
ば
ら
積
み
の
油
以
外
の
貨
物
そ
の
他
の
物
品
の
海
上
輸
送
の
た



め
の
船
舟
類
（
ろ
か
い
又
は
主
と
し
て
ろ
か
い
を
も
っ
て
運
転
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
い
、
「
一
般
船
舶
所
有
者
等

」
と
は
、
一
般
船
舶
の
船
舶
所
有
者
及
び
船
舶
賃
借
人
を
い
い
、
「
一
般
船
舶
油
濁
損
害
」
と
は
、
一
般
船
舶
か
ら
流
出

又
は
排
出
さ
れ
た
燃
料
油
に
よ
る
汚
染
に
よ
り
生
ず
る
我
が
国
の
領
域
内
又
は
排
他
的
経
済
水
域
内
に
お
け
る
損
害
等
を

い
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
関
係
）

二

一
般
船
舶
油
濁
損
害
に
つ
い
て
、
一
般
船
舶
所
有
者
等
は
、
連
帯
し
て
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
責
め
に
任
ず
る
こ
と
と

す
る
こ
と
。
（
第
三
十
九
条
の
二
関
係
）

三

一
般
船
舶
油
濁
損
害
の
賠
償
の
責
め
に
任
ず
る
一
般
船
舶
所
有
者
等
の
責
任
の
制
限
に
つ
い
て
は
、
責
任
制
限
法
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
九
条
の
三
関
係
）

第
四

一
般
船
舶
油
濁
損
害
賠
償
等
保
障
契
約

一

一
般
船
舶
油
濁
損
害
賠
償
等
保
障
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
日
本
国
籍
を
有
す
る
一
般
船
舶
（
総
ト
ン
数
が

百
ト
ン
以
上
の
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
国
際
航
海
に
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
日
本
国
籍
を
有

し
な
い
一
般
船
舶
は
、
本
邦
内
の
港
に
入
港
等
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
九
条
の
四
関
係
）

二

一
般
船
舶
油
濁
損
害
賠
償
等
保
障
契
約
は
、
一
般
船
舶
油
濁
損
害
の
賠
償
に
よ
り
一
般
船
舶
所
有
者
等
に
生
ず
る
損
害



及
び
港
湾
法
そ
の
他
法
令
の
規
定
に
よ
る
一
般
船
舶
の
撤
去
そ
の
他
の
措
置
に
要
す
る
費
用
の
支
払
に
よ
り
一
般
船
舶
所

有
者
等
に
生
ず
る
損
害
の
い
ず
れ
も
て
ん
補
す
る
保
険
契
約
又
は
担
保
契
約
と
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
九
条

の
五
関
係
）

三

国
土
交
通
大
臣
は
、
一
般
船
舶
に
つ
い
て
、
一
般
船
舶
油
濁
損
害
賠
償
等
保
障
契
約
を
保
険
者
等
と
締
結
し
て
い
る
者

の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
保
障
契
約
証
明
書
に
相
当
す
る
書
面
を
交
付
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
九
条
の
六

関
係
）

四

保
障
契
約
証
明
書
に
相
当
す
る
書
面
が
備
え
置
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
日
本
国
籍
を
有
す
る
一
般
船
舶
は
、
国
際
航
海

に
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
一
般
船
舶
は
、
本
邦
内
の
港
に
入
港
等
し
て
は
な
ら
な

い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
九
条
の
七
関
係
）

五

一
般
船
舶
油
濁
損
害
賠
償
等
保
障
契
約
に
関
し
、
そ
の
他
必
要
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
五

雑
則

一

本
邦
以
外
の
地
域
の
港
か
ら
本
邦
内
の
港
に
入
港
を
し
よ
う
と
す
る
特
定
船
舶
の
船
長
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
特
定

船
舶
の
名
称
、
船
籍
港
、
保
障
契
約
の
締
結
の
有
無
等
を
国
土
交
通
大
臣
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ



と
。
（
第
四
十
一
条
の
二
関
係
）

二

国
土
交
通
大
臣
は
、
そ
の
職
員
に
、
本
邦
内
の
港
又
は
係
留
施
設
に
あ
る
特
定
船
舶
へ
の
立
入
検
査
を
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
二
条
関
係
）

三

国
土
交
通
大
臣
は
、
特
定
船
舶
に
つ
い
て
第
十
三
条
等
の
規
定
に
違
反
す
る
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
特

定
船
舶
の
船
長
又
は
所
有
者
等
に
対
し
、
保
障
契
約
の
締
結
そ
の
他
そ
の
違
反
を
是
正
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
等
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
二
条
の
二
関
係
）

第
六

附
則

一

施
行
期
日
は
、
追
加
基
金
に
係
る
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
、
追
加
基
金
議
定
書
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日

、
一
般
船
舶
油
濁
損
害
賠
償
等
に
係
る
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
三
月
一
日
と
す
る
こ
と
等
と
す
る
こ
と
。

二

本
法
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

三

本
法
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
関
係
法
律
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。


